
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

とうほくふるさと情報
H２７年８月版②

～東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします～

 

 
和解仲介手続きによる和解仲介事例ｅｔｃ． 

 
原発事故による損害賠償の請求については、東京電力に対する直接請求が困難なケース 

でも、「原子力損害賠償紛争解決センター（ADR センター）」を利用しての和解仲介手 

続きで請求が認められることがあり、例えば、以下のような事例が発表されています。 

（平成 27 年 1 月 28 日成立事例より） 

  

   旧緊急避難準備区域の病院に勤務していたが、原発事故後に勤務状態が過酷に 

なったことからうつ病を発症し、平成 24 年 12 月に退職した方について 

①1 年分 72 万円（月額 6 万円）の精神的損害の増額が認められた 

②旧緊急時避難準備区域の通院慰謝料の直接請求は平成 24 年 5 月 31 日で打ち切られていたが、 

それ以降にあたる、平成 25 年 2 月 28 日までの通院慰謝料が認められた 

③就労不能損害の直接請求は平成 24 年 12 月 31 日に打ち切られていたが、平成 25 年 1 月 

1 日から平成 26 年 12 月 31 日までの 2 年間の就労不能損害につき、原発事故前の収入を 

基準として損害賠償が認められた 

 

※但し、類似の事案であっても、必ずしも同様の賠償内容となるわけではあ 

りませんのでご注意ください。 

 

 

司法書士は、「原子力損害賠償紛争解決センター（ADR センター）」における 

手続きの代理、また、「原子力損害賠償紛争解決センター（ADR センター）」に 

提出する書類の作成に応じることができます。東京電力が提示する損害賠償金額 

にご不満がある方は、本紙掲載の司法書士相談センターまでご連絡ください。 

                              

 

発行：東京司法書士会
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復興支援道路で初のトンネル貫通        

県が「復興支援道路」として遠野市恩徳～宮古市小

国間で整備を進めている一般国道 340 号線立丸峠

工区において、（仮称）小峠トンネルが貫通し、7 月

27 日に貫通式が開催された。式には､県､宮古市､遠

野市､地権者､工事関係者等約 140 名の他、宮古市

立川井小学校児童も参加。県では今年を「本格復興

邁進年」と位置づけ、立丸峠工区の早期全線供用を

目指す。（宮古土木センターＨＰより抜粋) 

東日本大震災復興支援ﾁｬﾘﾃｨｳｫｰｸ 2015 

仙台空港から、未だ津波の傷跡が残る地域を中心

に 20 キロという距離を歩くことで、被災地の現況を

体感し、復興の息吹を確かめ、更なる復興支援に

向けての機運を高めてもらおうという今大会は、今

年で３回目。参加費の収益金は震災復興の寄付・

義援金になる。開催日/平成 27 年１０月４日（日）、

募集期限/９月１６日（水） 

東日本大震災復興支援チャリティーウォーク２０１５

ホームページ http://www.charitywalk.jp/ 

     相双 地産地消で和の創作汁物料理コンテスト 
相双地方における地産地消の取り組みを推進しようと、家庭で作れるアイデア満載の和の創作

汁物料理レシピを大募集中。応募対象①親子部門（チーム）相双地域の小学生・中学生・高校生

とその保護者。②一般部門（個人・チーム）福島県内在住の方。※プロの料理人は不可。指定食

材の野菜（県内産を推奨）や農林水産物を用いた加工品を使用し、４人分で材料費は 1,000 円以

内、調理時間 40 分以内といった応募条件がある。入賞者には「相双・まるごと地産地消セット」が

贈られる。応募締切は平成 27 年 9 月 6 日（日）。＜応募・問い合わせ＞福島県相双農林事務所

企画部 ＴＥＬ0244-26-1153 URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36260a/contest.html 

面談による相談（予約制） 

電話による相談 

●東京司法書士会総合相談センター(四谷・金曜 17 時～20 時） 

  ご予約電話番号：０３－３３５３－９２０５ 
  予約受付時間：平日午前９時～１２時、午後１時～５時 

  場所：東京都新宿区本塩町 9-3（ＪＲ・東京メトロ 四ツ谷駅 徒歩約４分） 

●三多摩総合相談センター（立川） 

  ご予約電話番号：０４２－５４８－３９３３ 
  予約受付時間：平日午前１０時～午後５時 

  場所：東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第３ビル 202-A 

    （ＪＲ 立川駅 北口 徒歩６分、多摩都市モノレール 立川北駅 徒歩５分） 

電話番号：０３－３３５３－２７００ 

相談時間：平日 午前１０時～午後３時４５分 ※通話料はご相談者様の自己負担となります。 


	H27年8月5日締切表面（佐藤修正案・発行者追加）.pdf
	H27.8月5日締切裏面（沢田・面談時間等訂正済み）

